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漢
代
刺
史
の
設
置
に
つ
い
て

幸氏

屋

正

和

お三二ーは

目

次
じ

め

に

刺
史
設
置
以
前
の
地
方
監
察
制
度

刺
史
の
任
務
と
構
限

刺
史
設
置
の
理
由

わ

り

に

』土

じ

め
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刺
史
は
貌
晋
以
後
唐
代
ま
で
地
方
最
高
の
行
政
長
官
と
し
て
地
方
行
政
に
嘗
っ
て
い
る
。
こ
の
刺
史
は
前
漢
武
帝
の
元
封
五
年
(
紀
元
前
一

O
六
〉
に
地
方
監
察
官
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
漢
代
の
刺
史
に
つ
い
て
は
、
既
に
顧
韻
剛
、
楼
井
芳
朗
、
務
総
、
巌
耕
墓
、
藤
岡
喜
久
男
諸
氏

①
 

の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
顧
、
棲
井
、
巌
、
藤
岡
四
氏
の
研
究
は
刺
史
制
度
の
設
展
過
程
の
考
察
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
政

治
的
枇
禽
的
必
要
か
ら
刺
史
が
置
か
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
務
氏
は
刺
史
設
置
の
理
由
と
し
て
、

ω元
封
年
間
前
後
に

死
去
し
た
多
く
の
名
臣
に
代
る
新
た
な
人
材
を
察
拳
す
る
た
め
、

ω刺
史
設
置
以
前
に
地
方
監
察
の
た
め
涯
遣
さ
れ
て
い
た
御
史
が
職
務
を
つ

く
さ
な
か
っ
た
た
め
、
と
い
う
こ
貼
を
あ
げ
て
い
る
。
州
男
氏
の
こ
の
指
摘
に
は
一
理
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
句
。
武
帝
伏
は
漢
朝

の
中
央
集
権
化
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の
刺
史
設
置
も
亦
中
央
集
擢
化
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
寸ら
れ
る
。
本

稿
は
こ
う
し
た
観
貼
か
ら
、
刺
史
の
職
務
内
容
と
刺
史
設
置
の
頃
の
祉
舎
情
勢
と
を
考
え
て
、
そ
こ
に
刺
史
が
元
封
五
年
に
置
か
れ
た
理
由
の



一
端
を
窺
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
方
の
御
教
示
を
戴
け
れ
ば
幸
甚
の
至
り
で
あ
る
。

一
刺
史
設
置
以
前
の
地
方
監
察
制
度

J

秦
の
始
皇
帝
は
紀
元
前
二
二
一
年
に
天
下
を
三
十
六
郡
に
分
っ
と
同
時
に
、
各
郡
に
郡
守
・
郡
尉
・
監
御
史
を
置
い
た
。
こ
の
監
御
史
は
地

方
監
察
官
で
あ
る
。
き
て
漢
書
巻
十
九
上
百
官
公
卿
表
に
は

監
御
史
。
秦
官
。
掌
監
郡
。
漢
省
。
丞
相
遺
史
。
分
刺
州
。
不
常
置
。
武
帝
元
封
五
年
。
初
置
部
刺
史
。
掌
奉
詔
篠
察
州
。
秩
六
百
石
。
員
十
三
人
。

と
あ
っ
て
、
漢
初
に
各
郡
の
監
御
史
が
底
止
さ
れ
、
以
後
刺
史
設
置
ま
で
の
問
、
丞
相
史
が
随
時
涯
遣
さ
れ
て
地
方
監
察
に
嘗
っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
杜
佑
は
遁
典
巻
三
十
二
職
官
・
州
牧
刺
史
の
項
で

秦
置
監
察
御
史
。
漢
興
。
省
之
。
至
恵
帝
三
年
。
叉
遺
御
史
。
監
三
輔
郡
。
察
調
訟
。
所
一
察
之
事
。
凡
九
係
。
監
者
二
歳
更
之
。
常
以
十
月
奏
事
。
十
二
月

還
監
。
其
後
諸
州
復
置
監
察
御
史
。
文
帝
十
三
年
。
以
御
史
不
奉
法
。
下
失
其
職
。
乃
遺
丞
相
史
。
出
刺
。
弁
督
監
察
御
史
。
武
帝
元
封
元
年
。
御
史
止
不

復
監
。
至
五
年
。
乃
置
部
刺
史
。
・
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と
記
し
、
刺
史
設
置
以
前
に
は
、
丞
相
史
以
外
に
御
史
も
涯
遣
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
逼
典
は
唐
代
に
撰
さ
れ
た
書
物
で
、
漢
代
と

@
 

は
時
間
的
隔
た
り
が
大
き
い
が
、
そ
の
記
述
の
中
に
は
漢
奮
儀
等
漢
代
の
諸
書
に
操
っ
た
箇
所
も
多
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
右
の
記
事
に
も
根

j

擦
が
無
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
遁
典
に
は
周
知
の
よ
う
に
杜
佑
自
身
の
解
韓
が
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
遁
典
の
一
字
一
句
に
意
味
を
持
た

せ
て
史
責
を
再
現
す
る
の
に
は
危
険
が
伴
う
。
そ
れ
故
以
下
で
は
可
能
な
限
り
漢
奮
儀
等
の
侠
文
を
参
照
し
、
あ
わ
せ
て
'
諸
先
皐
の
研
究
を
参

@
 

考
に
し
つ
つ
、
刺
史
設
置
以
前
の
地
方
監
察
制
度
に
劃
す
る
私
見
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

漢
初
か
ら
恵
帝
三
年
〈
前
一
九
二
)
ま
で
の
約
十
年
間
は
、
漢
王
朝
の
草
創
期
で
あ
っ
て
、
朝
廷
の
基
礎
も
不
安
定
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
か
、
地
方
監
察
瞳
制
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
必
要
に
麿
じ
て
中
央
か
ら
使
者
が
涯
遣
さ
れ
る
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
恵

帝
三
年
に
な
る
と
、
北
堂
書
紗
巻
六
十
二
設
官
部
・
侍
御
史
の
項
に
引
く
漢
奮
儀
に
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惑
帝
三
年
。
相
園
奏
。
遣
御
史
。
監
察
三
輔
郡
。
所
察
僻
詔
。
凡
九
係
。
監
者
二
歳
一
一
史
。
常
以
中
月
奏
事
也
。

@
 

と
あ
る
よ
う
に
、
天
子
の
膝
下
で
あ
る
内
史
郡
へ
御
史
を
汲
遣
し
て
監
察
に
嘗
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
漢
嘗
儀
の
「
常
以
中
月

@
 

奏
事
也
」
の
部
分
を
、
通
典
は
「
常
以
十
月
奏
事
。
十
二
月
還
監
」
に
作
り
、
唐
六
典
巻
十
三
御
史
蓋
・
侍
御
史
の
項
は
「
監
者
毎
二
歳
一

更
。
常
十
一
月
奏
事
。
三
月
還
監
駕
」
に
作
り
、
更
に
圃
書
集
成
歳
功
典
巻
八
十
六
所
引
の
漢
奮
儀
は
「
中
月
」
を
「
十
一
月
」
に
作
っ
て
い

る
。
史
料
の
こ
の
よ
う
な
異
同
の
た
め
、
御
史
の
瑳
遣
と
奏
事
と
の
時
期
は
、

に
わ
か
に
定
め
難
い
。
し
か
し
「
監
者
二
歳
一
更
」
の
部
分
は

ど
の
史
料
に
も
同
様
に
見
え
、
内
史
郡
に
汲
遣
さ
れ
る
御
史
は
二
年
ご
と
に
交
代
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
御
史
が
毎
年
内
史
郡
へ

涯
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

次
に
通
典
の
「
其
後
」
以
下
の
記
事
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
際
併
せ
見
る
べ
き
は
、
漢
奮
儀
巻
上
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

制
日
食
。
郎
日
下
赦
目
。
州
問
制
詔
御
史
。
其
赦
天
下
自
殊
死
以
下
。
。
及
吏
不
奉
法
。
乗
公
就
私
。
被
暴
百
姓
。
行
棒
相
放
。
治
不
卒
正
。
腐
官
不
良
。
細

民
不
通
。
下
失
其
職
。
俗
不
孝
弟
。
不
務
於
本
。
衣
服
無
度
。
出
入
無
時
。
衆
彊
勝
寡
。
盗
賊
滋
彰
。
丞
相
以
問
。
倒
於
是
乃
命
刺
史
。
出
刺
。
弁
察
監
御

史
。
倒
元
封
元
年
。
御
史
止
不
復
監
。
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前
引
の
通
典
の
文
帝
十
三
年
の
僚
と
武
帝
元
封
元
年
の
僚
と
の
記
事
は
、
右
の
漢
奮
儀
の

ω
・
倒
・
倒
の
圏
黙
を
附
し
た
部
分
と
酷
似
し
て

い
る
。
蓋
し
通
典
は
漢
奮
儀
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
通
血
ハ
に
は
省
略
が
多
い
の
で
、
果
し
て
漢
醤
儀
の
員
意
を
正
し
く
停
え
て
い
る
か
ど

う
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
漢
奮
儀
の
記
述
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

ωは
日
食
が
あ
っ
た
そ
の
日
に
赦
令
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

①
 

し
か
し
こ
の
日
食
は
文
帝
十
三
年
の
も
の
で
は
な
い
。

ω
J倒

は
、
丞
相
史
涯
遣
開
始
時
か
ら
元
封
元
年
ま
で
の
間
で
日
食
の
あ
っ
た
年
に
お
け
る
出
来
事
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
倒
と

ωと
は
詔
書
の
内
容
で

あ
る
。
凶
に
「
下
赦
」
と
あ
る
が
、
赦
令
の
内
容
は
右
で
は
倒
だ
け
で
、

ωは
赦
令
で
は
な
い
。
嘗
時
は
政
治
が
悪
い
と
日
食
が
起
こ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
赦
令
を
下
し
た
の
に
つ
い
で
、
丞
相
に
地
方
の
賦
態
を
調
べ
て
上
聞
せ
よ
と
の
詔
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
倒
は

ωを

承
け
、
京
師
に
い
る
丞
相
が
地
方
の
賞
態
を
明
確
に
知
り
得
な
い
た
め
、

「
刺
史
」
を
振
遣
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
刺
史



は
同
の
記
述
か
ら
み
て
、
元
封
元
年
以
前
の
も
の
と
な
り
、
今
取
扱
っ
て
い
る
元
封
五
年
以
後
の
も
の
と
は
別
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
ト
て

少
し
く
み
て
み
よ
う
。
、

本
節
の
冒
頭
に
引
用
し
た
百
官
公
卿
表
の
記
事
の
前
半
部
は
太
卒
御
覧
巻
二
百
五
十
四
職
官
部
・
刺
史
の
項
で
は
「
監

察
御
史
。
秦
官
。
掌
監
郡
。
漢
省
。
丞
相
遣
刺
史
ρ

不
常
置
」
と
あ
っ
て
、
百
官
公
卿
表
の
丞
相
史
を
「
刺
史
」
に
作
っ
て
い
る
。
一
方
漢
奮

儀
に
擦
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
逼
典
は
、
漢
奮
儀
の
「
刺
史
」
を
「
丞
相
史
」
に
改
め
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
元
封
元
年
以
前
の
刺
史
は
地
方
監

察
の
た
め
に
涯
遣
さ
れ
た
丞
相
史
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
一
翼
奮
儀
巻
上
を
見
る
と

丞
相
初
置
吏
員
十
五
人
。
皆
六
百
石
。
分
潟
東
西
曹
。
東
曹
九
人
。
出
督
細
川
矯
一
刺
史
。@

 

と
あ
っ
て
、
丞
相
府
の
東
曹
撲
が
振
遣
さ
れ
て
「
刺
史
」
と
な
る
こ
と
が
見
え
、
右
を
確
認
し
得
る
。
蓋
し
元
封
元
年
以
前
の
刺
史
は
「
地
方

官
を
刺
す
る
史
」
と
い
う
意
味
で
、
涯
達
さ
れ
た
丞
相
史
を
指
し
、
元
封
五
年
に
常
置
の
地
方
監
察
官
を
置
〈
時
に
改
め
て
正
式
の
官
名
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
倒
は
通
奥
，と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
結
果
か
ら
恵
帝
三
年
以
後
の
地
方
監
察
制
度
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
恵
帝
三
年
の
御
史
涯
遣
は
内
史
郡
に
限
ら
れ
て

@
 

い
た
が
、
次
第
に
全
園
的
に
幾
つ
か
の
郡
圏
、
卸
ち
「
州
」
ご
と
に
一
人
の
割
合
で
涯
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
既
に
巌
耕
墓

氏
も
指
摘
し
で
い
る
が
、
漢
嘗
儀
倒
に
「
弁
察
監
御
史
」
と
あ
り
、
内
一
史
郡
の
み
に
涯
遣
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
丞
相
史
が
御
史
を
督
察
す
る

⑪
 

と
い
う
こ
と
は
、
嘗
時
御
史
が
贋
く
涯
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
御
史
は
内
史
郡
に
は
毎
年
涯
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
内

史
郡
を
除
く
地
方
に
は
遠
隔
地
も
あ
り
、
朝
廷
に
と
っ
て
必
ず
し
も
重
要
で
な
い
地
域
も
あ
る
か
ら
、
御
史
が
全
圏
す
べ
て
の
郡
に
毎
年
波
遣

さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
内
史
郡
以
外
へ
の
祇
遣
は
緊
急
事
態
が
起
こ
っ
た
時
か
、
或
い
は
数
年
に
一
回
の
割
合
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
御
史
が
全
固
に
毎
年
涯
遣
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
漢
書
百
官
公
卿
表
に
何
ら
か
の
言
及
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
無
い

の
は
或
い
は
右
の
推
測
と
相
鹿
ず
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

遁
奥
で
は
、
御
史
に
よ
る
監
察
の
成
果
が
十
分
に
あ
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
文
帝
十
三
年
(
前
一
六
七
)
か
ら
御
史
以
外
に
丞
相
史
波
遣
も

始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
先
の
漢
奮
儀
闘
の
日
食
は
文
帝
十
三
年
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
丞
相
史
涯
遣
の
開
始
を
文
帝
十
三
年
と
す

~ 37一
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る
通
血
(
の
設
は
確
認
で
き
な
い
が
、
何
ら
か
の
根
擦
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逼
典
は
丞
相
史
波
蓮
開
始
の
理
由
を
「
以
御
史
不
奉
法
。
下

失
其
職
」
と
し
て
い
る
が
、
漢
奮
儀
に
よ
る
と
.
「
不
奉
法
。
下
失
其
職
」
で
あ
っ
た
の
は
御
史
で
は
な
く
、
地
方
官
で
あ
る
か
ら
、
通
典
の
記

述
に
は
問
題
が
あ
討
し
か
し
御
史
に
よ
る
監
察
の
買
が
十
分
に
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
倒
に
丞
相
史
の
任
務
と
し
て
「
弁
察
監
御

史
」
と
あ
る
の
か
ら
推
測
で
き
る
。

丞
相
史
汲
遣
に
闘
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
叫
に
「
弁
察
監
御
史
」
と
あ
り
、
丞
相
史
が
波
遣
さ
れ
て
い
る
御
史
を
督
察
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
臨
時
に
丞
相
史
が
汲
遣
さ
れ
る
時
に
は
、
大
抵
御
史
が
汲
遁
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
御
史

は
全
園
的
に
毎
年
涯
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
丞
相
史
に
比
べ
て
か
な
り
頻
繁
に
涙
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。

@
 

換
言
す
る
と
、
文
帝
十
三
年
以
後
も
地
方
監
察
の
中
心
は
御
史
で
あ
っ
て
、
丞
相
史
は
補
助
的
役
割
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
後
元
封
五
年
の
刺
史
設
置
ま
で
の
地
方
監
察
は
丞
相
史
探
遣
の

み
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
史
記
田
叔
俸
の
椿
少
孫
の
補
記
に
は
、
丞
相
長
史
回
仁
が
汲
遣
さ
れ
て
、
御
史
大
夫
杜
周
の
一
族
と
故

さ
て
武
帝
の
元
封
元
年
(
前
二

O
)
に
な
る
と
御
史
波
遣
は
や
ん
だ
。
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丞
相
石
氏
の
一
族
で
姦
事
を
重
ね
て
い
た
河
東
・
河
内
・
河
南
三
郡
の
太
守
を
刺
奉
(
偵
察
し
て
そ
の
善
惑
を
あ
ば
く
〉
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

社
周
の
御
史
大
夫
在
任
は
天
漢
三
年
(
前
九
八
)
か
ら
太
始
三
年
(
前
九
四
)
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
右
も
こ
の
間
の
こ
と
で
、
三
輔
・
三
河
・
弘

農
七
郡
の
監
察
に
首
る
司
隷
校
尉
の
設
置
よ
り
は
前
で
あ
る
(
司
隷
校
尉
設
置
は
前
八
九
年
)
。
こ
れ
か
ら
み
て
元
封
元
年
か
ら
元
封
五
年
の
聞
に

は
他
の
地
方
に
も
同
様
に
丞
相
史
が
振
遣
さ
れ
て
監
察
に
嘗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

元
封
年
聞
は
武
帝
の
大
事
業
の
最
盛
期
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
園
家
財
政
は
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
に
園
用

の
調
達
に
嘗
る
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
に
、
臨
時
波
遣
の
丞
相
史
の
み
が
嘗
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
心
も
と
な
く
、
よ
り
強
力
で
恒
常
的
な
監

察
機
関
の
設
置
が
期
待
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
こ
こ
托
お
い
て
元
封
五
年
に
刺
史
が
置
か
れ
、
専
ら
地
方
監
察
を
任
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た

⑬
 

の
で
あ
る
。



刺
史
の
任
務
と
権
限

本
節
で
は
始
め
て
設
置
さ
れ
た
時
の
刺
史
の
職
務
内
容
っと
権
限
と
を
御
史
・
丞
相
史
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
る
。

御
史
が
内
史
郡
に
波
遣
さ
れ
・始
め
た
恵
帝
三
年
の
職
務
内
容
は
、
唐
六
典
巻
十
三
侍
御
史
の
項
に

葱
帝
三
年
。
相
関
奏
遺
御
史
。
監
三
輔
不
法
事
。
有
僻
訟
者
。
盗
賊
者
。
鋳
僑
銭
者
。
獄
不
直
者
。
係
賦
不
卒
者
。
吏
不
療
者
。
1
吏
苛
刻
者
。
勝
修
及
認
可
力

十
石
以
上
者
。
作
非
所
管
服
者
。
凡
九
篠
。
監
者
毎
二
歳
一
一
史
。
常
十
一
月
奏
事
。
三
月
選
蛇
荒
。

と
あ
る
。
後
に
御
史
は
全
圏
に
涯
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
の
職
務
内
容
の
基
本
的
な
も
の
は
ほ
ぼ
右
と
嬰
り
無
か
つ
だ
で
あ
ろ

ιう
丞
相
史
の
場
合
、
職
務
内
容
全
般
を
明
確
に
示
す
も
の
は
見
出
せ
な
い
が
、
前
節
に
引
用
し
た
漢
嘗
儀

ω
・
倒
は
そ
れ
を
察
せ
し
め
る
に
足

る
。
こ
こ
に
再
び
引
用
し
て
お
く
。

及
吏
不
奉
法
。
乗
公
就
私
。
凌
血
帯
一

a姓
-
行
槽
相
放
。
治
不
卒
正
。
腐
官
不
良
。
細
民
不
遇
。
下
失
其
職
。
俗
不
孝
弟
。
不
務
於
本
。
衣
服
無
度
。
出
入
無

時
。
衆
彊
勝
寡
。
盗
賊
滋
彰
。
丞
相
以
開
。
於
是
乃
命
刺
史
。
出
刺
。
弁
察
監
御
史
。

刺
史
の
職
務
内
容
は
、
漢
書
百
官
公
卿
表
の
顔
師
古
の
注
に
引
く
漢
官
奥
職
儀
に

-39-

刺
史
班
宣
周
行
郡
園
。
省
察
治
紋
。
瓢
拶
能
否
。
断
治
究
獄
。
以
六
篠
問
事
。
非
傑
所
問
。
卸
不
省
司
一
篠
。
強
宗
豪
右
。
田
宅
険
制
。
以
強
陵
弱
。
以
衆

暴
寡
。
三
件
。
二
千
石
。
不
奉
望
書
。
準
承
典
制
。
倍
公
向
私
σ

芳
詔
守
司
侵
漁
百
姓
。
来
激
震
姦
。
三
除
。
二
千
石
。
不
倒
疑
獄
。
風
属
殺
人
。
怒
則

任
刑
。
喜
則
淫
賞
。
煩
擾
刻
暴
。
剥
裁
繁
元
。
震
百
姓
所
疾
。
山
崩
石
裂
。
訣
群
説
言
。
四
係
。
二
千
石
。
選
暑
不
卒
。
十
句
阿
所
愛
。
蔽
賢
寵
頑
。
五
練
。

二
千
石
子
弟
。
侍
情
祭
勢
A

請
託
所
監
。
六
係
。
二
千
石
。
遼
公
下
比
。
阿
附
豪
強
。
通
行
貨
賂
。
割
損
正
令
也
。

-

@
 

と
あ
っ
て
、
六
箇
僚
が
示
さ
れ
て
い
る
〈
以
下
六
傑
詔
傑
と
言
う
。〉
。
六
僚
詔
僚
で
は
刺
史
の
監
察
の
劃
象
は
豪
強
と
二
千
石
と
に
限
ら
れ
て
い

る
が
w

既
に
王
鳴
盛
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
)
前
漢
中
期
以
後
の
刺
史
は
諸
侯
王
の
劾
奏
擢
を
持
っ
て
い
た
(
十
七
突
商
権
轡
十
四
刺
史
察
藩

、-209
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図
の
項
〉
。
更
に
成
帝
代
に
な
る
と
刺
史
の
監
察
の
針
象
は
墨
綬
(
千
石
以
下
比
六
百
石
以
上
〉
ま
で
(
漢
書
朱
博
停
)
、

⑬
 

石
以
上
〉
に
ま
で
抜
大
し
て
い
る
(
後
漢
書
順
帝
紀
永
建
元
年
の
篠
)
。

後
漢
代
に
は
責
綬
〈
比
二
百

こ
れ
ら
は
刺
史
の
監
察
権
が
時
代
と
共
に
強
化
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
六

僚
詔
僚
の
内
容
も
饗
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、
及
び
、
遡
っ
て
右
の
六
候
詔
僚
に
盛
ら
れ
た
任
務
が
刺
史
設
置
時
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

御
史
・
丞
相
史
の
任
務
と
刺
史
の
任
務
と
を
比
べ
る
と
、
御
史
・
丞
相
史
の
職
務
内
容
の
方
は
か
な
り
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
大
部
分
は
地

方

官

を

封

象

と

し

、

殆

ん

ど

刺

史

の

任

務

に

継

承

さ

れ

て

い

る

。

た

だ

御

史

の

「

盗

賊

者

」

「

作

非

所

「
鋳
偽
銭
者
」

「
湾
力
十
石
以
上
者
」

嘗
服
者
」
の
四
箇
篠
と
、
丞
相
史
の
「
衣
服
無
度
」
「
盗
賊
滋
彰
」
の
三
箇
僚
と
は
刺
史
の
任
務
に
纏
承
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
差
違
は
恵
帝
・
文
帝
代
と
武
帝
代
と
で
朝
廷
の
関
心
事
に
違
い
が
で
き
た
か
ら
で
、
盗
賊
関
係
以
外
は
刺
史
設
置
の
頃
に
は
地
方
行
政
上
の

⑮
 

大
問
題
で
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
漢
書
巻
六
武
帝
紀
天
漢
二
年
秋
の
僚
に
は

「
出
入
無
時
」

泰
山・

現
邪
霊
盗
徐
勃
等
。
阻
山
攻
城
。
道
路
不
通
。
遺
直
指
使
者
暴
勝
之
等
。
衣
繍
衣
。
杖
斧
。
分
部
逐
捕
。
刺
史
・
郡
守
以
下
皆
伏
歌
。

⑫
 

と
あ
り
、
太
守
と
共
に
刺
史
が
直
指
使
者
に
諒
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
漢
書
巻
七
十
一
組
問
不
疑
俸
に
は

武
帝
末
。
郡
闘
盗
賊
惹
起
。
暴
勝
之
篤
直
指
使
者
。
衣
繍
衣
。
持
斧
。
逐
捕
盗
賊
。
替
課
郡
図
。
東
至
海
。
以
箪
輿
珠
不
従
命
者
(
師
古
田
。
有
所
追
捕
。

及
行
珠
罰
。
皆
依
興
軍
之
制
。)
。
威
振
州
都
。
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と
あ
り
、
直
指
使
者
は
郡
園
の
盗
賊
討
卒
を
督
し
、
軍
輿
の
法
を
以
て
命
に
従
わ
ざ
る
者
を
諒
し
て
い
る
。
こ
の
「
不
従
命
者
」
と
は
明
ら
か

に
郡
園
の
守
相
以
下
で
あ
る
。
武
帝
紀
と
筒
不
疑
俸
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
刺
史
が
諒
さ
れ
た
の
も
盗
賊
討
卒
の
督
察
が
十
分
で
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
盗
賊
閥
係
の
任
務
は
六
篠
詔
僚
に
明
記
は
無
い
が
、
詔
係
全
種
の
主
旨
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
刺
史
は
御
史
・
丞
相
史
の
任
務
を
殆
ん
ど
継
承
し
て
い
る
上
に
、
第
五
僚
や
第
六
僚
の
よ
う
に
御
史
・
丞
相
史
の
任
務

に
無
か
っ
た
項
目
が
加
わ
っ
て
お
り
、
刺
史
の
職
務
内
容
が
慶
汎
且
つ
具
睦
的
に
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
御
史
・
丞
相
史
・
刺
史
は
監
察
結
果
を
レ
か
な
る
方
法
で
上
奏
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
丞
相
史
は
漢
奮
儀
に
「
丞
相
以
開
」



と
あ
る
か
ら
、
監
察
結
果
を
丞
相
に
報
告
し
、
丞
相
が
そ
れ
を
上
奏
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
御
史
は
唐
六
典
に
寸
奏
事
」
と
あ

⑮
 

り、
e

刺
史
も
績
漢
書
百
官
志
五
に
「
初
歳
量
。
詣
京
師
。
奏
事
。
」
と
あ
っ
て
、
共
に
天
子
に
直
接
上
奏
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
丞
相
史
に

比
べ
て
、
御
史
・
丞
相
史
の
方
は
天
子
に
直
接
上
奏
す
る
だ
け
に
、
権
能
が
よ
り
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
。

次
に
三
者
の
監
察
機
関
と
し
て
の
有
数
度
で
あ
る
が
、
御
史
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
内
史
郡
に
は
毎
年
波
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
全
園
に
毎

⑮
 

年
波
遣
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
丞
相
史
汲
遣
の
責
例
と
し
て
、
前
節
に
漢
奮
儀
に
見
え
る
涯
遣
と
田
仁
の
涯
遁
と
の
二
例
を

あ
げ
た
が
、
こ
の
二
例
か
ら
、
丞
相
史
は
日
食
や
太
守
の
姦
事
と
い
う
事
件
の
後
に
、
事
後
鹿
理
の
た
め
波
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ

@
 

る
。
こ
の
よ
う
な
御
史
・
丞
相
史
に
は
郡
園
の
守
相
の
行
政
に
劃
す
る
恒
常
的
監
察
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
劃
し
て
刺
史
は
常
置
の
監
察
官
Y
、
前
引
の
漢
官
典
職
儀
ね
「
刺
史
班
宣
周
行
郡
園
。
省
察
治
献
。
期
修
能
否
9

断
治
寛
獄
」
と
あ

@

@
 

る
よ
う
に
、
州
内
の
郡
圏
の
行
政
朕
況
を
省
察
し
、
更
に
進
ん
で
守
相
の
行
政
に
劃
す
る
恒
常
的
監
察
も
で
き
た
。
こ
れ
が
御
史
・
丞
相
史
と

剃
史
と
の
機
能
の
最
大
の
相
違
黙
で
あ
る
。
そ
の
結
果
漢
書
巻
七
十
四
説
相
俸
に
、
昭
帝
代
の
こ
と
と
し
て

遷
揚
州
刺
史
。
考
案
郡
固
守
相
。
多
所
反
退
。

- 41ー ，
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と
あ
る
よ
う
に
、
六
百
石
の
刺
史
が
二
千
石
の
守
相
を
隠
退
す
る
こ
と
も
で
き
允
の
で
あ
る
。
こ
の
恒
常
的
監
察
を
通
じ
て
、
刺
史
は
盗
賊
設

生
等
の
事
件
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
も
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

刺
史
設
置
の
理
由

郡
牒
制
確
立
と
刺
史

本
節
は
、
刺
史
が
元
封
五
年
に
置
か
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
。

ま
ず
郡
勝
制
確
立
と
刺
史
設
置
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
高
組
は
即
位
後
直
ち
に
は
中
央
集
権
的
郡
鯨
制
を
採
用
で
き
ず
、
郡
園
制

@
 

を
採
用
し
て
、
強
大
な
権
限
勢
力
を
持
つ
諸
侯
王
を
関
東
に
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
漢
初
の
朝
廷
に
と
っ
て
諸
侯
王
の
権
勢
の

(
一

一)
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削
減
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。

漢
は
建
園
嘗
初
か
ら
諸
侯
王
の
権
勢
削
減
に
意
を
用
い
て
い
る
。
朝
廷
の
諸
侯
王
に
射
す
る
優
位
が
確
立
す
る
の
は
呉
楚
七
園
の
凱
を
卒
定

じ
た
景
帝
三
年
(
前
一
五
四
)
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
景
帝
は
そ
の
中
元
年
聞
に
、
諸
侯
王
の
行
政
権
を
奪
い
、
王
園
の
行
政
を
中
央
任

@
 

命
の
二
千
石
に
委
ね
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
王
園
の
官
制
の
大
改
革
を
断
行
し
た
。
こ
こ
に
、
質
質
的
に
郡
豚
制
に
移
行
で
き
る
制
度
上
の
整

備
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
諸
侯
王
の
撞
権
が
完
全
に
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
漢
書
巻
五
十
三
越
敬
粛
王
彰
租
俸
に

越
敬
粛
王
彰
租
以
孝
景
前
二
年
立
。
震
度
川
王
。
越
王
途
反
。
破
後
徒
王
越
。

死
。
小
者
刑
。
以
故
二
千
石
莫
敢
治
。
而
越
王
擢
醐
情
。

ハ
中
略
)
彰
組
立
六
十
徐
年
。
相
二
千
石
無
能
漏
二
歳
。
制
以
罪
去
。
大
者

と
あ
る
の
は
、
諸
侯
王
の
行
政
権
が
奪
わ
れ
た
後
に
も
諸
侯
王
が
二
千
石
を
無
視
し
て
行
政
権
を
振
っ
て
い
た
一
例
で
あ
る
。
賓
質
的
郡
鯨
制

が
完
成
し
た
の
は
、
武
帝
元
朔
三
年
(
前
一
一
一
七
)
に
推
恩
の
令
が
施
行
さ
れ
、
元
鼎
五
年
(
前
一
一
一
一
)
に
酎
金
律
が
巌
密
に
適
用
さ
れ
て
か

ら
で
あ
旬
。
諸
侯
王
の
権
勢
削
減
H
中
央
集
権
的
郡
鯨
制
の
確
立
と
い
う
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
、
漢
初
か
ら
武
帝
中
期
に
至
る
ま

で
、
買
に
九
十
年
の
年
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

~ 42ー

と
こ
ろ
で
刺
史
設
置
以
前
の
地
方
監
察
鐙
制
は
御
史
・
丞
相
史
の
波
遣
に
よ
っ
て
い
た
。
こ
の
監
察
鐙
制
が
武
帝
中
期
以
前
、
特
に
郡
園
制

の
時
代
の
王
園
に
射
し
て
監
察
の
買
を
あ
げ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
レ
て
考
え
て
み
る
。
た
だ
し
嘗
時
王
園
に
劃
し
て
両
者
が
波
遣
さ
れ
て

い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
誼
が
無
い
。

今
御
史
・
丞
相
史
が
王
園
に
汲
遣
さ
れ
て
い
た
と
偲
定
し
た
場
合
、
唐
六
典
・
漢
欝
儀
の
博
え
る
職
務
内
容
に
よ
る
と
、
雨
者
の
監
察
の
封

象
は
地
方
の
「
吏
」
で
あ
っ
た
か
ら
、

ー王
園
の
官
吏
は
そ
の
封
象
と
な
る
。
し
か
し
雨
者
と
も
諸
侯
王
自
身
を
刺
事
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
郡
園
制
の
時
代
の
諸
侯
王
に
は
行
政
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

王
園
の
官
吏
を
監
察
す
る
こ
と
は
間
接
的
に
諸
侯
王
自
身
を
監

察
す
る
こ
と
に
な
る
。
嘗
時
の
御
史

・
丞
相
史
が
た
と
え
王
園
に
汲
遣
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
王
圏
が
あ
た
か
も
濁
立
園
配
り
よ
う
な
朕
態
で

あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
監
察
の
買
を
十
分
に
あ
げ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
臭
王
演
は
、
呉
楚
七
園
の
凱
以
前
に
、
王
国
内
で



銅
山
に
よ
っ
て
鏡
を
鐸
し
、
海
水
を
煮
て
聾
を
製
し
、
他
郡
園
か
ら
の
亡
命
者
を
か
く
ま
い
、
病
気
と
詐
っ
て
入
朝
し
な
か
っ
た
(
史
記
本
停
〉
。

ま
た
越
敬
粛
王
彰
組
は
諸
侯
王
の
行
政
権
を
奪
わ
れ
た
後
も
、
行
政
権
を
振
っ
て
い
た
ハ
前
引
の
本
停
〉
。
と
こ
ろ
が
朝
廷
は
こ
う
し
た
諸
侯
王

に
劃
し
て
適
切
な
慮
置
を
と
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
御
史
・
丞
相
史
が
監
察
の
賓
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
ζ
と
と
相
躍
、ず
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
御
史
・
丞
相
史
が
王
園
に
劃
し
て
涯
遁
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
'と
侵
定
す
る
と
、
王
圏
に
劃
す
る
監
察
機
関
は
全
く
無
い
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
王
園
の
樺
勢
が
強
大
な
郡
園
制
の
時
代
に
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
王
園
の
櫨
勢
が
削
減
さ
れ
た
時
期
に
は
改
革
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
の
よ
う
に
、
郡
園
制
の
時
代
に
御
史
・
丞
相
史
が
王
園
に
涯
遣
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
涯
遣
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
御
史
・
丞
相

史
涯
遣
に
よ
る
監
察
瞳
制
は
王
圏
に
削
到
す
芯
有
数
な
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
朝
廷
は
、
王
園
に
何
か
の
事
件
が
あ
れ
ば
、
使
者
を

涯
遣
し
て
い
た
。
そ
の
一
例
を
示
す
と
、
史
記
巻
五
十
八
梁
孝
王
位
家
に
、
果
楚
七
園
の
凱
を
樫
た
景
帝
七
年
(
前
一
主
O
)
に
栗
太
子
が
慶

さ
れ
た
時
、
賓
太
后
は
寅
子
の
梁
王
が
皇
太
弟
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
愛
益
等
の
諌
諦
で
退
け
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ

た
梁
王
が
そ
の
臣
公
孫
詑
・
羊
勝
に
愛
金
等
を
殺
さ
せ
た
た
め
、
景
帝
は
使
者
を
頻
繁
に
遣
わ
し
て

.

、

覆
按
梁
。
捕
公
孫
詑
・
羊
勝
。
公
孫
兎
・
羊
勝
匿
王
後
宮
。
使
者
責
二
千
石
急
。梁
相
野
席
豹
及
内
史
韓
安
回
準
諌
王
。
王
乃
命
勝
争・
第
。
皆
自
殺
。
出
之
。

と
あ
り
、
使
者
が
梁
園
の
丞
相
・
内
史
を
責
め
、
梁
孝
王
を
諌
め
き
せ
て
王
園
の
巨
で
あ
る
公
孫
詑
・
羊
勝
を
慮
罰
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
梁
孝

王
世
家
の
場
合
は
や
や
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
賓
例
か
ら
、
機
舎
さ
え
あ
れ
ば
、
朝
廷
が
王
園
に
劃
す
る
監
集
め
強
化
を
圃
ろ
う
と
し
て

い
た
こ
と
は
窺
え
る
。

か
く
て
、
武
帝
中
期
に
寅
質
的
郡
勝
制
が
確
立
し
叶
武
帝
の
大
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
も
中
央
集
権
的
睦
制
を
と
る
必
要
が
起
こ
っ
た

時
、
新
た
な
政
治
的
要
請
に
そ
い
得
な
い
御
史
・
丞
相
史
涯
遣
を
や
め
、
代
っ
て
王
圏
に
射
し
で
も
十
分
な
監
察
の
貫
を
あ
げ
得
る
刺
史
が
置

か
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
、
刺
史
の
設
置
を
諸
侯
王
国
と
の
関
係
か
ら
述
べ
た
が
、
ノ次
に
朝
廷
の
直
轄
地
で
あ
る
郡
蘇
の
把
握
の
強
化
と
刺
史
設
置
と
の
欄
慌
に
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つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
。
漢
書
巻
六
十
四
下
厳
安
俸
に
は
、
刺
史
設
置
の
約
三
十
年
前
に
な
さ
れ
た
巌
安
の
上
奏
文
を
の
せ
て

@
 

今
外
郡
之
地
。
或
幾
千
里
。
列
域
政
十
。
形
束
城
制
(
孟
康
日
。
言
其
土
地
形
勢
。
足
以
束
制
其
民
。
)
。
帯
脅
諸
侯
。
非
宗
室
之
利
也
。

上
観
湾
耳
目
所
以

亡
。
公
室
卑
削
。
六
卿
大
盛
也
。
下
覧
楽
之
所
以
滅
。
刑
殿
文
刻
。
欲
大
無
窮
也
。
今
郡
守
之
機
。
非
特
六
卿
之
重
也
。
地
幾
千
里
。
非
特
閤
巷
之
資
也
。

甲
丘
(
探
械
。
非
特
殊
衿
之
用
也
。
以
逢
官
同
世
之
輔
賞
。
則
不
可
勝
誇
也
(
師
古
目
。
言
不
可
憲
議
者
。
言
必
滅
亡
也
。v
。

と
あ
り
、
太
守
の
強
権
を
問
題
に
し
て
い
る
。
巌
安
の
上
奏
後
も
太
守
の
権
限
は
削
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
刺
史
設
置
以
前
の
地
方
監
察
佳

@
 

制
は
御
史
・
丞
相
史
の
汲
遣
に
よ
る
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
太
守
が
職
分
を
つ
く
さ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
六
候
詔
僚
の
内
容
は
刺
史
の

職
務
内
容
を
示
す
と
共
に
、
刺
史
設
置
時
の
地
方
行
政
上
の
切
貫
な
問
題
を
百
六
さ
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
五
候
ま
で
が
二
千
石
関
係
で

あ
る
こ
と
は
、
嘗
時
の
朝
廷
に
と

っ
て
太
守
針
策
が
大
問
題
で
あ

っ
た
こ
と
を
謹
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
嘗
時
の
太
守
は
武
帝
の
大
事

業
を
支
え
る
園
用
の
調
達
に
嘗
る
重
要
な
役
割
を
捨
っ
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
に
朝
廷
は
太
守
を
園
家
の
忠
貫
な
地
方
長
官
た
ら
し
め
る
た
め

- 44一

に
、
強
力
な
監
察
睡
制
を
と
る
必
要
が
あ
り
、
刺
史
設
置
は
ま
さ
に
そ
れ
に
臆
じ
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

財
政
枚
入
増
加
と
刺
史

f、、

'-J 

刺
史
設
置
の
理
由
の
第
二
と
し
て
、
財
政
牧
入
増
加
と
刺
史
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

武
帝
が
即
位
し
た
嘗
初
は
、
漢
書
巻
二
十
四
食
貨
志
上
に

至
武
帝
之
初
。
七
十
年
間
。
園
家
亡
事
。
非
遇
水
早
。
則
民
人
給
家
足
。
都
都
康
庚
護
滅
。
而
府
庫
徐
財
。
京
師
之
銭
累
百
鐙
高
。
貫
朽
而
不
可
校
。
太
倉

之
莱
陳
陳
相
因
。
充
盗
箆
積
於
外
。
腐
敗
不
可
食
。

し
か
し
武
帝
の
著
修
、
相
種
ぐ
内
外
の
大
事
業
に
よ
り
、
特
に
園
家
財
政
は
危
機
に
瀕
し
て

い
た
。
そ
の
た
め
武
帝
は
新
税
造
設
・
増
税
等
の
新
財
政
政
策
を
と
っ
た
。
今
以
下
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
漢
代
史
家
に
は
よ
く
知
ら

@
 

れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
史
記
卒
準
書

・
漢
書
食
貨
志
や
諸
先
皐
の
研
究
に
よ
っ
て
、
武
帝
代
の
財
政
牧
入
増
加
策
を
表
示
す
れ
ば
次
の

と
あ
る
よ
う
に
、
財
政
獄
態
は
良
好
で
あ
っ
た
。

よ
う
に
な
る
。
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元
光
年
間
一

元
光
六
年
一

元
朔
二
年
頃
一

元
朔
六
年
一

元
狩
四
年
一

元
狩
六
年
一

元
狩
六
年
頃
一

元
鼎
一
'一
年
一

元
鼎
三
年
一

元
鼎
四
年
一

元
鼎
五
年
一

元
封
元
年
一

元
封
五
年
一

天
漢
三
年
一

年
代
不
明
一

年武台、政

武

帝

新

財

政

政

策

年

代

表

前前前 前前前前前前 A 前前前前塑
ーーグーー一ー-"ーー・-ーグググーー一ー一ーー・三三

?九( 一 一ニマ
U 一一一一一七一 一一七ーム

八六 O ニ三四五頃七 九三頃九完

000心 XOOOOOOO，IXOIOOX.X 0 OI~O 
層圏寅酎山算回

代

西

帝

以

ら

の

校

入

ワ

暦前財源

事

項

租

。

更

賦

武
「
口
算
日
成
人
一
入
賞
り
一
算
(
一
二

O
銭
)

属
高
月
算
H
財
産
評
償
額
一
首
銭
に
付
き
一
算
@

海

池

津

の

税

@

金

x

市
井
の
税

爵

O
寅

官

罪

ム

公

国

銭
一
一
一
一
十
一
時
(
未
成
年
者
に
課
す
〉
@

寅

官

・

劇

罪

@

車
算
(
商
人
の
紹
車
に
-
算
を
謀
、す〉

東

宮
噛
胴
罪
・
頁
爵
(
武
功
爵
。
三
十
徐
高
金
の
枚
入
あ
9
)

算
車
船
(
一
般
人
の
船
・
輯
車
に
一
算
。
商
人
の
船
に
一
。
算
・
招
寧
に
二
算
〉

算
編
鎗
(
貨
算
の
増
税
。
商
人
は
二
千
銭
に
一
算
。
工
人
は
四
千
鎗
に
一
算
〉

堕

織

専

寅

皮

幣

・

白

金

銭

⑥

告
繕
↓
〈
ム
公
田
牧
入
増
加
)

赤

側

銭

均
輪
(
官
晶
画
商
業
)

責

官
告
絹
↓
(
ぶ
公
回
収
入
増
加
〉

上
林
三
官
で
五
録
銭
を
鋳
造
(
幣
制
確
立
。
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
枚
入
止
ま
る
〉

X

一
酎
金
律
の
厳
密
な
適
用
一
ハ
従
来
は
規
定
よ
り
怒
質
な
酎
金
を
納
め
る
列
侯
が
多
か
っ
た
)

o-漣
地
で
軍
屯
回
開
始
(
H
H
支
出
削
減
〉

O
，一
卒
準
〈
官
営
商
業
〉

一

刺

史

設

置

O
一
棒
酷
(
酒
専
寅
)

O
一

算

馬

牛

羊

口

‘y叫

備考

;γγγO仰仰印削一』2薙鵜i騒自議銭;島鵠話議諜1襲拡舎首錦;諸i譲醸i誤欝i簿?髭臨;註i藷諜?襲?除鞍静F完措;富目霊鞘2議古荏2藷畿2z:南方とも漢
初よりありとし、他の論文では「三十銭」は漢初に、 「三銭」は武帝代に始ま

す 。ー(r中国古代の田制と税法.1)8喜高司願罪は共に主なもののみ表示。
制の改革は名目債値と寅質領値の異なるもののみを表示。
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卒
準
書
・
食
貨
志
に
は
刺
史
設
置
の
噴
の
財
政
は
一
醸
の
小
康
献
態
に
至
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
武
帝
の
者
修
や
大
事
業
は
そ
の
後
も
引
き

績
い
て
お
り
、
武
帝

一
代
を
通
じ
て
、
そ
の
財
政
政
策
は
あ
ら
ゆ
る
名
目
で
取
れ
る
限
り
の
も
の
を
庶
民
か
ら
牧
奪
す
る
に
あ
っ
た
と
言
え

る
。
そ
れ
だ
け
に
流
民
の
護
生

・
盗
賊
の
横
行
な
ど
の
祉
曾
問
題
が
深
刻
に
な
っ
て
い
た
。
漢
書
巻
七
十
五
夏
侯
勝
俸
を
見
る
と
、
宣
帝
代
の

長
信
少
府
夏
侯
勝
は

武
帝
雄
有
嬢
四
夷
世
風
土
斥
境
之
功
。
然
多
殺
土
衆
。
鳩
民
財
力
。
高
官
泰
亡
度
。
天
下
虚
耗
。
百
姓
流
離
物
故
者
半
。
盤
血
凪
大
起
。
赤
地
数
千
里
。
或
人
民
相

食
。
蓄
積
至
今
未
復
。
亡
徳
津
於
民
。

と
言
い
、
武
帝
代
に
流
民
が
極
め
て
多
く
、
宣
帝
代
に
な
っ
て
も
民
間
の
財
力
は
回
復
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
漢
書
巻

六
十
四
下
買
掲
之
俸
を
見
る
と
、
買
掴
之
は
元
帝
に
劃
す
る
上
奏
文
の
中
で
、
武
帝
の
相
継
ぐ
外
征
の
結
果
と
し
て

i

民
賦
数
百
。
造
盟
鍛
澗
稜
之
利
。
以
佐
用
度
。
猶
不
能
足
。
嘗
此
之
時
。
冠
賊
益
起
。
軍
放
数
設
。
父
戟
死
於
前
。
子
闘
傷
於
後
。
女
子
乗
亭
郭
。
孤
児
貌

於
道
。
老
母
寡
婦
飲
泣
巷
笑
。

と
言
い
、
盗
賊
の
横
行

・
遠
征
，の
多
震
に
伴
う
民
間
の
悲
惨
な
様
子
と
共
に
、
盟
鯨
酒
専
貰
に
よ
っ
て
も
園
用
を
満
た
せ
な
か
っ
た
と
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
世
の
評
言
で
あ
る
が
、
漢
書
巻
四
十
六
蔦
石
俸
に
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元
封
四
年
。
関
東
流
民
二
百
高
ロ
。
無
名
数
者
四
十
高
。

多
流
亡
。
罪
嘗
伏
斧
質
。

(
中
略
)

(
丞
相
石
康
)
上
書
目
。
臣
幸
得
待
罪
丞
相
。
疲
鶏
無
以
輔
治
。
城
郭
倉
康
空
虚
。
民

と
あ
る
よ
う
に
、
刺
史
設
置
の
前
年
に
は
倉
康
は
空
虚
で
、
流
民
も
多
か
っ
た
。
即
ち
、
刺
史
設
置
の
頃
に
も
財
政
困
難
は
纏
績
し
て
お
り
、

編
戸
の
民
は
窮
乏
し
、
流
亡
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

¥ 

財
政
困
難
の
時
、
園
家
は
あ
ら
ゆ
る
名
目
で
牧
入
増
加
を
園
る
が
、
先
掲
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
刺
史
設
置
の
時
に
は
権
酷
以
外
の
財

政
牧
入
増
加
策
は
出
つ
く
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
最
も
有
数
な
政
策
は
、
庶
民
の
新
た
な
流
亡
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
各
地
の
流
民
を
定
着
さ

せ
て
編
戸
の
民
を
確
保
・
増
加
し
、
そ
れ
ら
を
劉
象
に
徴
税
を
徹
底
し
て
放
入
増
加
を
闇
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
園
家
財
政
の
牧
入
源
で



あ
る
田
租
・
更
賦
・
算
車
船
・
算
絹
鏡
一・口
銭
等
は
郡
園
の
守
相
が
掌
り
、
編
戸
の
氏
の
確
保
・
増
加
も
亦
守
栢
の
任
務
で
あ
る
か
ら
、
嘗
時

の
守
相
の
任
務
は
極
め
て
重
大
で
あ
っ
た
と
言
与
え
る
。

そ
れ
で
は
嘗
時
の
守
相
は
右
の
よ
う
な
任
務
を
十
分
に
果
し
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
増
淵
龍
夫
氏
は
、
高
租
以
後
武
帝
初
期
ま
で
の
聞
に

中
央
・
地
方
の
頼
官
、に

就
い
た
者
は
生
活
感
情
と
し
て
責
老
の
言
・
任
侠
を
好
み
、
無
痛
を
以
て
傘
し
と
な
し
、
賓
際
政
治
で
は
既
存
の
法
令

制
度
に
‘従

っ
て
大
綱
を
統
べ
る
の
み
で
、
積
極
的
政
治
態
度
は
と
ら
ず
、
天
子
の
積
極
政
策
を
阻
止
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
武
帝
は

地
方
下
級
吏
員
出
身
で
天
子
の
意
に
沿
う
こ
と
、に
よ
っ
て
の
み
昇
進
し
得
る
卑
賎
に
し
て
有
能
な
万
筆
の
吏
、
即
ち
酷
吏
を
登
用
し
た
と
述
ベ
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て
い
る
。
武
帝
は
こ
う
し
た
酷
吏
の
ほ
か
、
東
郭
威
陽
・
孔
僅
・
桑
弘
羊
等
の
商
人
出
身
の
「
興
利
の
臣
(
史
記
卒
準
書
ど
を
も
登
用
し
た
。

輿
利
の
臣
は
天
子
の
意
に
沿
う
こ
と
に
よ
っ
て
昇
進
し
得
る
官
吏
で
あ
る
黙
で
、
酷
吏
と
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
々
懐
り
に
、
責
老
の

言
・
任
侠
を
好
み
、
無
震
を
以
て
傘
し
と
な
す
官
僚
群
を
奮
官
僚
、
酷
吏
・
輿
利
の
臣
を
新
官
僚
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

武
帝
代
に
な
る
と
新
官
僚
が
増
え
る
が
、
奮
官
僚
的
性
格
の
守
相
も
亦
相
嘗
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
奮
官
僚
の

E
頭
汲
賠
は
東
海

太
守
・
右
内
史
・
准
陽
太
守
と
な
り
、
鄭
嘗
時
は
魯
中
尉
・
済
南
太
守
・
江
都
相
-
・
右
内
史
・
汝
南
太
守
と
な
る
な
ど
、
二
千
石
を
歴
任
し
て

い
る
。
ま
た
鄭
嘗
時
の
兄
弟
子
孫
で
二
千
石
と
な
っ
た
者
は
六
J
七
人
あ
り
(
史
記
汲
鄭
列
停
〉
、
蓄
官
僚
的
な
性
格
の
石
慶
の
一
族
で
二
千
石
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と
な
っ
た
者
は
十
三
人
あ
っ
た
(
史
記
高
石
列
停
)
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
も
奮
官
僚
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
景
帝
代
ま
で
の
政
治
制
度
は
比
較
的
簡
単
で
、
事
務
能
力
の
無
い
奮
官
僚
で
も
と
に
か
く
職
責
は
果
せ
て
い
た
。
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
事
務
能
力
に
た
け
た
者
は
万
筆
の
吏
と
し
て
蓋
官
僚
か
ら
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
(
史
記
張
務
之
列
停
。
汲
鄭
列
停
)
。
と
こ
ろ
が
武
帝
代
に
な
る

と
各
種
の
政
治
制
度
は
か
な
り
複
雑
に
な
っ
て
来
た
1

例
え
ば
、
税
制
は
従
衆
回
租
を
中
心
と
し
て
簡
単
で
あ
っ
た
が
、
武
帝
代
に
な
る
と
先

掲
の
表
に
あ
る
よ
う
に
、
非
常
に
複
雑
に
な
っ
た
。
法
制
も
漢
書
巻
二
十
三
刑
法
志
に
よ
る
と
、
景
帝
ま
で
の
法
鐙
系
は
簡
単
で
あ
っ
た
が
、

武
帝
代
に
な
る
と
細
密
に
な
り
、
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律
令
凡
三
百
五
十
九
章
。
大
田
計
四
百
九
係
。
千
八
百
八
十
二
事
。
死
罪
決
事
比
高
三
千
四
百
七
十
二
事
。
文
書
盈
於
凡
閣
。
典
者
不
能
循
賭
。
是
以
郡
園
承
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用
者
駁
。
或
罪
同
而
論
具
。

と
あ
る
よ
う
に
、
捻
嘗
者
で
す
ら
法
文
に
あ
ま
ね
く
目
を
通
せ
な
く
な
っ
て
い
た
。
今
税
制
と
法
制
の
み
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

一
般
に
武
帝

代
の
政
治
制
度
は
複
雑
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
従
来
の
比
較
的
車
純
な
制
度
に
な
れ
て
い
た
奮
官
僚
的
守
相
の
多
く
は
職
責
を

十
分
に
果
せ
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
新
官
僚
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
史
記
巻
百
二
十
二
酷
吏
列
俸
に

自
〈
王
)
温
箭
等
以
懇
篤
治
。
而
郡
守

・
都
尉
・
諸
侯
二
千
石
。
欲
篤
治
者
。
其
治
大
抵
愈
放
温
倍
。

と
あ
る
。
酷
吏
は
巌
酷
な
刑
罰
を
以
て
民
に
臨
む
と
い
う
性
格
と
、
有
能
な
官
吏
で
あ
る
と
い
う
性
格
と
を
あ
わ
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
右

は
武
帝
代
の
守
相
の
多
く
が
、
酷
吏
の
や
り
か
た
の
う
ち
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

「
悪
を
以
て
治
を
粛
す
」
と
い
う
面
に
倣
っ
た
こ
と
を
察
せ

し
め
る
に
足
ろ
う
。
蓋
し
酷
吏
の
や
り
方
に
倣
っ
た
守
相
は
た
だ
刑
罰
を
巌
し
く
し
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
有
能
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
前
引
の
漢
書
刑
法
志
は
守
相
が
裁
判
面
で
十
分
に
職
責
を
果
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

@
 

と
、
史
記
巻
百
二
十
二
義
縦
列
俸
に
「
補
上
黛
郡
中
令
。
治
敢
行
。
少
撞
籍
。
豚
無
通
事
。
酎
事
矯
第

一
。
」
と
あ
り
、
義
縦
の
照
に
未
徴
護
の
力

役
(
或
い
は
未
納
の
菟
役
銭
か
)
が
無
く
、
そ
の
成
績
が
第
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
鯨
に
未
徴
裂
の
力
役
(
叉
は
未
納
の
菟
役
銭
)
が
あ
っ

た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。
更
に
史
記
浪
鄭
列
俸
に
は
浪
賠
が
右
内
史
の
時
、
長
安
令
が
臨
時
の
徴
設
を
果
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の

二
例
は
鯨
令
の
こ
と
で
あ
る
が
、
豚
の
成
績
が
郡
園
の
成
績
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
郡
園
の
守
相
も
完
全
に
は
税
役
の
徴
設
が
で
き
な
か
っ

更
に
税
役
の
徴
震
に
つ
い
て
み
る
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た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
元
狩
四
年
に
鱈
銭
令
が
出
さ
れ
た
が
、
元
狩
六
年
と
元
鼎
三
年
に
告
績
が
行
な
わ
れ
、
御
史
・
廷
尉
正
・
廷
尉
監
を
郡

園
に
設
遣
し
、
多
く
の
縄
銭
令
違
反
を
捕
獲
し
て
い
る
(
史
記
卒
準
警}。

@
 

い
る
。

こ
れ
も
守
相
が
職
責
を
十
分
に
果
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

財
政
困
難
に
悩
む
園
家
財
政
の
牧
入
を
掌
り
、
流
民
麓
生
の
珠
防

・
流
民
の
定
着
化
に
嘗
る
べ
き
郡
園
の
守
相
の
中
に
、
職
責
を
十
分
に
果

せ
な
い
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
朝
廷
に
と
っ
て
重
大
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
守
相
に
謝
し
て
は
強
力
な
監
察
・
替
察
が
必
要
で
あ
る
。



し
か
し
御
史
・
丞
相
史
の
涯
建
主
い
う
監
察
瞳
制
で
は
守
相
の
十
分
な
督
察
は
期
待
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
前
引
の
漢
官
典
職
儀
に
「
刺
史
班

宣
周
行
郡
園
。
省
察
治
献
。
期
修
能
否
」
と
あ
り
、
刺
史
は
郡
園
の
治
肢
を
省
察
し
、
守
相
を
賠
捗
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
六
候
詔

篠
の
第
二
保
J
第
六
僚
も
守
相
を
封
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
刺
史
設
置
の
頃
、
守
相
針
策
が
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
守
相
の
不
正
の

監
察
・
行
政
の
督
察
を
主
目
的
主
し
て
刺
史
が
常
置
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

刺
史
設
置
後
の
朝
廷
に
よ
る
守
相
の
考
課
は
主
と
し
て
郡
園
の
上
計
と
刺
史
の
報
告
と
に
よ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
上
計
は
郡
園

が
自
ら
の
行
政
成
果
を
自
ら
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
粉
飾
が
多
か
っ
た
。
そ
の
一
例
を
示
す
と
、
漢
書
高
石
俸
に
、
元
封
四
年
に
武

帝
が
丞
相
石
慶
を
責
め
た
語
を
の
せ
て

今
流
民
愈
多
。
計
文
不
改
(
如
淳
因
。
郡
上
計
文
書
。
白
文
飾
。
不
改
正
也
。
)
。

と
あ
る
よ
う
に
、
郡
園
の
上
計
の
う
ち
戸
口
の
報
告
に
粉
飾
が
あ
っ
た
が
、
粉
飾
は
戸
口
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
ーの
報
告
に
も
見
ら
れ
た
こ
と

は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
武
帝
が
こ
の
こ
と
を
知
り
、
丞
相
を
責
め
て
い
る
こ
と
は
、
上
計
の
粉
飾
が
嘗
時
極
め
て
多
く
、
朝
廷
の
大
問
題
で
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あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

一
方
、
刺
史
は
本
来
守
相
と
全
く
性
格
を
異
に
す
る
監
察
機
関
で
あ
り
、
美
悪
共
に
上
奏
す
る
か
ら
、
朝
廷
か
ら
よ
り
信
頼
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
事
貫
、
初
期
の
刺
史
に
は
一
般
に
朝
廷
に
信
頼
あ
る
者
が
任
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
武
帝
代
の
刺
史
で
経
歴
の
わ
か
る
者

@
 

は
任
安
と
僑
不
疑
の
二
人
で
あ
る
。
任
安
は
若
く
し
て
孤
児
と
な
り
、
貧
し
か
っ
た
が
、
天
子
に
能
力
を
認
め
ら
れ
て
登
用
さ
れ
、
盆
州
刺
史

と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
能
力
・
出
自
、
更
に
朝
廷
内
に
天
子
以
外
に
自
分
の
地
位
の
昇
進
に
資
す
る
勢
力
的
基
盤
を
持
た
な
い
貼
(
史
記

凹
叔
列
停
)
で
、
酷
吏
と
類
似
し
て
い
る
。
佳
同
不
疑
は
若
い
頃
春
秋
撃
を
治
め
て
州
郡
に
名
が
聞
え
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
繍
衣
御
史
の
暴
勝

之
に
能
力
を
見
出
さ
れ
て
、
青
州
刺
史
に
任
用
さ
れ
た
。
彼
は
儒
皐
を
皐
ん
で
い
る
か
ら
、
法
術
に
逼
じ
た
酷
吏
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
し

か
し
青
州
刺
史
在
任
中
、
昭
帝
初
期
の
劉
津
の
範
の
牧
拾
に
俊
敏
な
手
腕
を
み
せ
、
そ
の
能
力
を
以
て
六
百
石
の
刺
史
か
ら
一
一
挙
に
中
二
千
石

の
京
兆
予
に
抜
擢
さ
れ
て
し
る
ハ
漢
書
本
侍
〉
。
即
ち
、
情
不
疑
は
自
分
の
職
務
に
制
到
し
て
は
巌
し
い
態
度
で
臨
み
、
職
責
を
十
分
に
果
し
得
る

219 
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有
能
な
刺
史
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
武
帝
代
に
刺
史
と
な
っ
た
任
安
・
僑
不
疑
は
共
に
朝
廷
の
信
任
を
得
ら
れ
る
者
で
あ
っ
た
。

刺
史
が
朝
廷
の
信
任
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
昭
帝
・
宣
帝
時
代
に
も
同
様
で
あ
っ
た
。
漢
書
巻
七
十
四
貌
相
俸
に
よ
る
と
、
昭
帝
代
の

こ
と
と
し
て

遜
揚
州
刺
史
。
考
案
郡
園
守
相
。

多
所
庭
退
。

@
 

と
あ
り
、
刺
史
が
郡
園
の
守
相
を
容
赦
な
く
刺
撃
し
て
い
る
q

更
に
刺
史
が
諸
侯
王
を
劾
奏
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
昭
帝

・
宜

帝
代
の
刺
史
が
職
責
を
忠
買
に
果
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
設
置
直
後
の
武
帝
代
の
刺
史
が
六
候
詔
僚
に
基
づ
い
て
守
相
を
容
赦
な
く

刺
奉
し
、
能
否
を
期
修
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
か
く
て
刺
史
の
報
告
は
郡
闘
の
上
計
以
上
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

職
責
に
忠
貫
な
刺
史
、
が
郡
園
の
守
相
の
行
政
成
果
を
査
察
す
る
際
、
そ
の
主
な
査
察
内
容
は
一
鐙
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
守
相
の
任

漢
書
巻
五
十
八
見
寛
停
を
見
る
と
、
元
鼎
四
年
(
前
二
三
)

務
は
郡
園
民
の
教
化
・
民
生
の
安
定
な
ど
数
多
い
が
、

- 50一

に
左
内
史
と
な
り
、
民

治
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
見
寛
も
、
租
税
を
厳
し
く
徴
枚
し
な
か
っ
た
た
め
に
未
納
の
租
税
が
多
く
、
考
課
が
殴
と
さ
れ
、
兎
職
さ
れ
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
を
聞
い
た
郡
民
が
自
主
的
に
納
税
し
た
た
め
、
更
め
て
考
課
が
最
と
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
み
て
守
相
の
考
課
に

は
徴
税
の
貫
績
が
極
め
て
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
守
相
は
自
ら
の
考
課
を
よ
く
す
る
た
め
に
徴
税
額
を
更
に
ふ
や

す
よ
う
に
努
め
、
管
域
内
の
流
民
護
生
の
議
防

・
流
民
の
定
着
に
よ
る
戸
口
の
増
加
を
園
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
刺
史
自
身
は
行
政
権
を
持
た
な

か
っ
た
が
、
監
察
権
を
逼
じ
て
、
守
相
が
右
の
よ
う
に
財
政
牧
入
増
加
を
園
る
べ
く
督
察
し
セ
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

武
帝
代
に
刺
史
が
財
政
牧
入
場
加
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
今
検
出
で
き
な
い
が
、
時
代
が
降
る
と
ぞ
の
貫
例
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
漢
書
巻
八
十
九
召
信
臣
俸
に
、
宣
帝
代
に
南
陽
太
守
に
な

r

っ
た
召
信
臣
が
濯
瓶
設
備
を
整
え
、
自
ら
率
先
し
て
勧
農

に
嘗
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
更
に

其
化
大
行
。
郡
中
莫
不
耕
稼
力
因
。
百
姓
錦
之
。
戸
口
増
倍
。
盗
賊
獄
訟
衰
止
。
吏
民
親
愛
信
臣
。
腕
之
日
召
父
。
刻
州
刺
史
奏
。
信
臣
篤
百
姓
輿
利
。
郡

以
般
富
。
賜
黄
金
四
十
斥
。
運
河
南
太
守
。



と
あ
る
。
戸
口
倍
増
に
つ
れ
て
嘗
然
租
税
徴
放
額
も
ふ
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
召
信
巨
を
刑
州
刺
史
が
可
信
臣
第
百
姓
輿
利
。
郡
以
股

富
」
と
上
奏
し
た
結
果
、
召
信
臣
は
黄
金
四
十
斤
を
賜
わ
り
、
河
南
太
守
に
楽
轄
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
刺
史
が
守
相
の
治
績
を
上
奏
し
、

そ
の
上
奏
に
よ
っ
て
守
相
は
築
轄
或
い
は
罷
賭
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
漢
書
各
八
十
九
循
吏
停
に
よ
る
と
、
宣

帝
代
の
陽
東
相
王
成
は
流
民
八
高
齢
ロ
を
定
着
さ
せ
て
「
治
有
異
等
之
数
」
と
認
め
ら
れ
、
《
頴
川
太
守
責
覇
は
戸
口
を
増
加
さ
せ
て
「
治
魚
天

下
第
ご
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
刺
史
の
上
奏
も
剣
定
の
資
料
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
宜
帝
代
に
刺
史
の
督
察
に
よ
り
郡
園
の
守
相
が
戸
口
増
加
に
努
め
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
武
帝
代
じ
も
刺
史
が
守
相
の
民
生
の
安

定
、
戸
口
・
回
畝
の
増
加
、
ひ
い
て
は
租
税
牧
入
増
加
へ
の
努
力
を
督
察
し
て
い
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
逆
に
朝
廷
は
そ
の
こ
と
を
期
，

待
し
て
元
封
五
年
に
刺
史
を
設
置
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

刺
史
設
置
の
財
政
的
意
義
を
考
え
る
際
、
‘
郷
曲
に
武
断
す
る
乗
弁
の
徒
や
大
商
人
等
の
豪
強
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
六
候
詔
僚
の

第
一
僚
に
は

強
宗
豪
右
。
回
宅
捻
制
。
以
強
陵
弱
。
以
衆
暴
寡
。

- 51-

@
 

と
あ
っ
て
、
豪
強
針
策
が
ま
ず
見
え
る
。
こ
れ
は
強
宗
豪
右
が
回
宅
を
撞
に
粂
弁
し
、
そ
の
贋
さ
が
「
制
」
を
こ
え
る
こ
と
ブ
そ
の
勢
力
を
以

て
朝
廷
の
財
政
的
基
盤
で
あ
る
編
戸
の
民
を
豚
一
迫
す
る
こ
と
を
刺
奉
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
史
記
酷
吏
列
俸
に
は
、
豪
強
を
糾
弾
・
抑
塵

ノ

し
た
郡
園
の
守
相
が
多
く
見
え
る
。
義
縦
列
俸
に

義
縦
白
河
内
蓮
昌
周
南
陽
太
守
。
(
中
略
〉
至
郡
。
途
案
寧
氏
。
重
破
砕
其
家
。
(
寧
)
成
坐
有
罪
。
及
孔
・
暴
之
属
。
皆
緯
亡
(
徐
庚
日
。
孔
暴
二
姓
大
族
。)。

と
あ
る
め
は
そ
の
一
例
勺
あ
る
。
天
子
の
意
に
沿
っ
て
動
く
酷
吏
が
豪
強
を
糾
弾
・
抑
座
し
て
い
る
こ
と
は
、
嘗
時
の
豪
強
が
園
家
に
と
っ
て

坐
視
し
得
な
い
存
在
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
豪
強
は
土
地
を
粂
弁
し
て
園
家
の
基
盤
で
あ
る
編
戸
の
民
を
渡
落
さ
せ
た
だ
け
で
な

く
、
史
記
卒
準
書
に
武
一帝
初
期
の
こ
と
と
し
て
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嘗
是
之
時
。
網
疏
而
民
富
。
役
財
務
溢
。
或
至
粂
弁
豪
驚
之
徒
。
以
武
断
於
郷
曲
。

と
あ
る
よ
う
に
、
人
民
を
使
役
し
、
郷
曲
に
権
勢
を
は
る
な
ど
、
行
政
の
編
戸
の
民
へ
の
浸
透
を
阻
む
場
合
も
あ
っ
た
。
更
に
史
記
巻
百
二
十

二
寧
成
列
憶
に
、
寧
成
は
官
位
は
九
卿
に
至
っ
た
が
、
罪
を
得
て
家
に
鯖
り
、

稽
目
。
仕
不
至
二
千
石
。
買
不
至
千
高
。
安
可
比
人
乎
。
乃
貰
貸
。
買
阪
田
千
齢
頃
。
鮫
貧
民
。
役
使
数
千
家
。
数
年
曾
赦
。
致
産
数
千
金
。
震
任
侠
。
持

吏
長
短
。
出
従
数
十
騎
。
其
使
民
。
威
重
於
郡
守
。

と
あ
る
。
寧
成
は
人
民
を
使
役
す
る
の
み
で
な
く
、

「持
吏
長
短
」
と
あ
る
か
ら
、
郡
豚
吏
の
弱
黙
を
握
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
脱
税
等
の
悪
事

を
働
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
引
の
義
縦
列
俸
に
「
途
案
寧
氏
。
壷
破
砕
其
家
。
成
坐
有
罪
」
と
あ
る
の
は
、
右
の
推
測
を
助
け
る
が
、

豪
強
の
脱
税
に
つ
い
て
は
、
更
に
次
の
記
事
が
あ
る
。
史
記
卒
準
書
に

楊
可
告
縄
編
天
下
。
中
家
以
上
。
大
抵
皆
遇
告
。
杜
周
治
之
。
獄
少
反
者
。
乃
分
遣
御
史
・
廷
尉
正
盤
。
分
曹
往
。
即
治
郡
闘
絹
銭
。
得
民
財
物
以
億
計
。

奴
縛
以
千
高
級
。
回
大
麻
数
百
頃
。
小
田
牌
百
餓
頃
。
宅
亦
如
之
1

於
是
商
買
中
家
以
上
。
大
率
破
。
民
像
甘
食
好
衣
。
不
事
畜
蔵
之
産
業
。

と
あ
り
、
告
縄
に
よ
り
莫
大
な
田
宅
財
貨
が
浪
牧
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

@
 

ら
、
自
作
農
以
上
、
多
く
は
豪
強
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
告
縮
に
よ
り
混
牧
さ
れ
た
回
宅
財
貨
は
豪
強
の
憶
し
財
産
で
、
そ
の
分
だ

け
は
脱
税
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
六
候
詔
僚
の
第
一
僚
は
豪
強
の
不
正
糾
弾
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
嘗
然
右
の
よ
う
な

田
宅
財
貨
を
浪
牧
さ
れ
た
者
は

「
中
家
以
上
」
と
あ
る
か
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
候
詔
僚
の
第
一
僚
が
設

定
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
前
引
の
寧
成
俸
に
「
持
吏
長
短
」
と
あ
り
、
寧
成
が
郡
鯨
吏
と
相
嘗
深
い
交
通
を
結
ん
で
い
た
の
が

郡
園
の
豪
強
の
粂
弁
、
民
の
使
役
、
脱
税
行
帰
に
劃
す
る
刺
撃
が
大
き
く
入
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
豪
強
の
不

E
糾
弾
は
本
来
郡
園
の
守
相
の
任
務
で
あ
っ
た
(
史
記
酷
史
列
侍
)
。

察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
漢
書
食
貨
志
下
に
は

天
下
大
忌
無
慮
皆
鋳
金
銭
失
。
犯
法
者
衆
。
吏
不
能
登
談
。
於
是
遺
博
士
格
大
・
徐
優
等
。
分
行
郡
図
。
奉
弁
粂
之
徒
・
守
相
盛
岡
利
者
。

、
と
あ
り
、

霊
祭
に
関
し
て
守
相
と
粂
弁
の
徒
と
の
間
に
何
ら
か
の
結
託
が
あ
っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。
益
祭
に
狼
ら
ず
、
繕
銭
令
・
告
縄
施



行
後
の
豪
強
は
財
産
保
全
の
た
め
、
守
相
と
の
私
的
交
通
を
よ
り
密
接
に
し
て
、
財
産
の
醸
匿
に
努
め
、
ひ
い
て
は
粂
井
を
準
め
よ
う
と
し
た

で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
豪
強
と
守
相
と
の
結
託
が
甚
し
け
れ
ば
、
守
相
に
よ
る
豪
強
の
不
正
糾
弾
の
成
果
は
あ
が
ら
ず
、
園
家
財
政
の
牧

入
面
に
も
大
き
な
不
正
が
生
ず
る
。
そ
れ
だ
け
に
郡
園
の
守
相
に
豪
強
の
不
正
糾
弾
を
委
せ
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
刺
史
の
任
務
と
し
て
六

僚
詔
僚
の
第
一
僚
が
設
定
さ
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
六
篠
詔
僚
の
第
六
僚
に

二
千
石
。
達
公
下
北
。
阿
附
豪
強
。
通
行
貨
賂
。
劉
損
正
令
也
。

と
あ
っ
て
、
郡
園
の
守
相
と
豪
強
と
の
結
託
を
刺
史
の
監
察
の
劃
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
が
、
今
ま
で
見
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
箇
僚

が
生
じ
た
必
然
性
も
自
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

本
稿
で
は
、
ま
ず
刺
史
設
置
以
前
の
地
方
監
察
睦
制
を
考
察
し
て
、
比
較
的
頻
繁
に
振
遣
さ
れ
て
い
た
御
史
が
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
補
助
す
る
形
で
文
帝
以
後
丞
相
史
が
振
遣
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
御
史
も
丞
相
史
も
臨
時
汲
遣
で
あ
っ
た

た
め
、
武
帝
元
封
五
年
に
常
置
の
監
察
機
関
と
し
て
刺
史
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
御
史
・
丞
相
史
涯
遣
に
よ
る

地
方
監
察
鐙
制
は
郡
園
制
の
時
代
の
制
度
で
あ
っ
て
、
武
帝
中
期
に
貫
質
的
郡
牒
制
が
確
立
し
て
、
中
央
朝
廷
が
郡
園
を
確
貫
に
把
握
し
直
す
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必
要
が
起
っ
た
時
、
そ
の
要
請
に
そ
い
得
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
郡
園
の
守
相
を
強
力
に
監
察
し
、
豪
強
の
不
正
を
糾
弾
し
て
、
嘗
時
危

機
に
瀕
し
て
い
た
園
家
財
政
の
牧
入
増
加
を
園
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
の
こ
黙
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

と
こ
ろ
で
刺
史
設
置
に
至
る
ま
で
の
地
方
監
察
制
度
の
饗
遷
を
み
る
と
、

(
丞
相
系
統
〉
が
始
ま
り
、
つ
い
で
刺
史
(
御
史
中
丞
系
統
)
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、

取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
御
史
・
丞
相
史
・
刺
史
三
者
の
権
限
の
大
小
と
関
係
が
あ
り
、
同
時
に
刺
史
設
置
の
一
要
因
と
し
て
も
考
慮
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
が
、
武
帝
末
か
ら
昭
帝
初
め
の
政
治
の
動
き
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
、
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
御
史
波
遣
(
御
史
系
統
〉
が
行
な
わ
れ
、
次
に
丞
相
史
汲
遣

丞
相
・
御
史
中
丞
雨
系
統
の
微
妙
な
開
係
が
看
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註
①
顧
頑
剛
「
爾
漢
州
制
考
」
〈
慶
祝
古
晴
元
培
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
〉
。
棲

井
芳
朗
「
御
史
制
度
の
形
成
」
〈
東
洋
間
半
報
第
二
三
谷
第
二
腕
・
第
三
腕
)
。

勢
総

「
爾
漢
刺
史
制
度
考
」
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
日
〉
。

殿
耕
望
『
中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
容
上
『
秦
漢
地
方
行
政
制
度
』
。
藤

岡
喜
久
男
「
前
漢
の
監
察
制
度
に
闘
す
る
一
考
察
」
〈
史
忠
一
雑
誌
第
六
六

編
第
八
鋭
)
。

②
元
封
年
間
に
は
中
央
・
郡
闘
の
長
官
に
よ
る
察
翠
が
既
に
始
ま
っ
て
い

た
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
御
史
が
職
務
を
つ
く
さ
な
い
こ
と
も
早
く
か
ら

わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

③
後
漢
書
谷
百
九
下
儒
林
・
衡
宏
停
に
「
宏
作
漢
奮
儀
四
篇
。
以
載
西
京

維
事
」
と
あ
る
が
、
奮
唐
書
昌
也
四
十
六
経
籍
志
に
は
「
漢
書
(
醤
?
)
儀

四
谷
術
宏
撰
」
と
あ
り
、
漢
奮
儀
は
唐
代
に
も
残
っ
て
い
た
か
ら
、
通
典

は
漢
奮
儀
等
に
擦
っ
て
い
る
所
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

④
本
節
・
次
節
の
筆
者
の
見
解
に
は
棲
井
氏
と
一
致
す
る
所
が
あ
る
が
、

紙
敏
の
関
係
で
一
タ
記
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
強
め
こ
と
わ
っ
て

お
く
。

⑤
恵
帝
三
年
に
コ
ニ
輔
郡
」
は
無
く
、
「
内
史
郡
」
と
す
べ
き
こ
と
に
つ

い
て
は
、
十
七
史
商
権
轡
十
七
三
輔
の
項
参
照
。

⑤
唐
六
典
は
庸
の
玄
宗
の
殺
撰
に
な
り
、
通
典
と
同
様
に
典
嬢
が
あ
る
。

註
③
参
照
。

⑦
巌
耕
望
氏
は
前
掲
書
二
七
五
頁
で
、
文
献
通
考
の
記
事
(
前
引
の
通
典

と
同
じ
〉
と
結
び
つ
け
て
、
「
日
食
」
の
前
に
「
文
帝
十
一
一
一
年
」
が
あ
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
本
紀
・
五
行
志
を
見
て
も
同
年
に
日
食
の

記
事
は
無
い
。
日
食
に
つ
い
て
は
吋
r
o
o
-
2
R
=
2
5ロ
0
3
0
Z
2

a
a

の
2
0ロ
ι
2
E
E
件。Ego--
広
告
・
に
日
舎
の
有
無
を
計
算
す
る
数

値
が
あ
る
(
地
皐
教
育
僻
典
)
。
東
京
天
文
蓋
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
文
帝

十
三
年
に
中
闘
で
は
日
食
は
無
か
っ
た
。
殿
氏
の
指
摘
の
如
く
「
日
食
」

の
前
に
は
脱
文
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
今
は
わ
か

ら
な
い
。

⑧
こ
の
記
事
は
元
封
五
年
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
元
封
五
年
以
後
の

刺
史
は
十
三
人
い
る
が
、
東
曹
嫁
は
九
人
し
か
い
な
い
。
ま
た
労
氏
前
掲

論
文
に
よ
る
と
、
元
封
五
年
以
後
、
東
菅
嫁
か
ら
刺
史
に
な
っ
た
者
は
一

人
も
検
出
で
き
な
い
。

⑨

御

史

・
丞
相
史
の
監
察
地
附
棋
を
、
通
典

・
百
官
公
卿
表

・
漢
沓
儀
で
は

「
州
」
と
言
っ
て
い
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
州
は
元
封
五
年
以
後
の

十
三
州
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
機
井
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑮
巌
氏
前
掲
書
二
七
四
頁
。

⑪
社
佑
の
こ
の
誤
解
は
、
倒
の
御
史
と
倒
の
監
御
史

・

ωの
御
史
と
を
混

同
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
倒
の
御
史
は
天
子
の
側
近
に
い
る

も
の
で
、
地
方
に
汲
達
さ
れ
て
い
る
倒
・
倒
の
そ
れ
と
は
明
確
に
匿
別
し

て
解
寝
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑫
藤
岡
氏
は
前
掲
論
文
で
、
通
典
に
よ
っ
て
、
御
史
汲
遺
か
ら
丞
相
史
汲

遺
へ
交
替
し
て
ゆ
く
趨
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る
。
こ
れ
は
一
態
考
慮
し
て
お
く
べ
き
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
漢
麓
儀
の

記
述
を
直
ち
に
文
帝
十
三
年
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
‘
史
料
債
値
の
劣
る
z

通
典
の
記
事
に
撮
っ
て
い
る
鮎
で
問
題
が
あ
る
。
漢
沓
儀

ω
J
Oの
記
事

花
見
え
る
丞
相
史
滋
遣
の
持
ハ
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
帝
十
三
年
よ
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り
は
後
の
時
期
〉
に
は
明
ら
か
に
御
史
仮
遣
が
地
方
監
察
の
中
心
で
あ
っ

た
。
同
様
の
傾
向
は
更
に
後
ま
で
緩
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

⑬
j

漢
書
百
官
公
卿
表
に
「
(
御
史
中
丞
〉
在
殿
中
蘭
差
。
掌
圃
籍
秘
書
。

'
外
督
部
刺
史
。
内
領
侍
御
史
い
と
あ
る
よ
う
に
、
刺
史
は
御
史
中
丞
に
属

し
て
い
た
。
藤
岡
氏
が
前
掲
論
文
で
、
右
の
百
官
公
卿
表
の
記
事
を
無
視

し
て
、
「
前
漢
に
お
け
る
刺
史
は
一
貫
し
て
丞
相
の
下
に
あ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
は
謀
り
で
あ
る
。

⑬
一
般
に
は
「
六
篠
問
事
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
前
引
の
漢
書
百
官
公

卿
表
や
漢
書
飽
宣
停
に
「
詔
傑
」
と
あ
り
、
前
引
の
漢
醤
儀
や
漢
書
醇
宣

停
そ
れ
に
覆
方
進
停
に
は

e

「
傑
」
と
あ
る
か
ら
、
ー
「
六
位
保
詔
係
」
と
呼
ぶ

べ
き
で
あ
る
。

⑮
襖
井
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑮
例
え
ば
、
元
鼎
四
年
(
前
一
一
一
ニ
〉
か
ら
上
林
三
官
で
五
鍬
銭
の
鋳
造

を
始
め
た
結
果
、
史
記
卒
準
書
に
「
民
之
鋳
銭
盆
少
。
計
其
費
。
不
能
相

賞
。
唯
異
工
大
姦
。
乃
盗
震
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
盗
銭
は
か
な
り
減
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

⑫
直
指
使
者
は
漢
書
百
官
公
卿
表
に
見
え
る
繍
衣
御
史
と
同
じ
で
あ
る
。

棲
井
氏
前
掲
論
文
参
照
。

i

!

⑬
績
百
官
志
の
「
初
」
と
怯
前
漢
代
の
こ
と
を
示
す
。
漢
書
轡
七
十
五
京

房
俸
に
、
元
帝
代
の
こ
と
で
「
時
部
刺
史
。
奏
事
京
師
。
上
召
見
諸
刺

史
」
と
あ
る
の
は
刺
史
が
直
接
上
奏
し
て
い
た
一
例
で
あ
る
。

⑬

元

封

一元
年
以
前
の
御
史
出
使
と
し
て
は
、
郡
閣
の
繕
銭
令
を
治
す
る
た

め
扱
達
さ
れ
た
一
例
ハ
史
記
卒
準
書
)
と
、
王
温
箭
・
晋
ノ
世
間
・
楊
僕
の
三

人
が
盗
賊
征
伐
の
督
察
の
た
め
源
遣
さ
れ
た
三
例
(
史
記
酷
吏
列
侍
〉
と

が
検
出
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
調
史
出
使
は
地
方
監
察
制
度
の
一
環

と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
個
別
の
事
件
を
劉
象
と
し
た
出
使
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
質
例
を
以
て
御
史
に
よ
る
監
察
の
賞
態

を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

③
御
史
は
丞
相
史
よ
り
は
頻
繁
に
源
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
丞
相
史
の
任
務
h

の
一
つ
に
御
史
の
替
察
が
あ
っ
た
か
ら
、
御
史
汲
遣
は
結
果
的
に
は
大
き

な
数
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

.

@
刺
史
は
監
察
の
完
全
を
期
す
べ
く
、
武
帝
代
か
ら
行
部
の
際
に
は
従
事

史
を
従
え
て
い
句
藤
岡
氏
前
掲
論
文
参
照
。

②
諸
侯
王
国
の
行
政
は
、
国
相
の
指
揮
下
に
内
史
が
直
接
笛
っ
て
い
た

〈
拙
稿
「
前
漢
諸
侯
王
国
の
官
制
」
〔
補
註
参
照
〕
〉
。
本
稿
は
そ
の
事
賀

を
ふ
ま
え
て
「
郡
園
の
守
相
」
と
い
う
成
語
を
使
用
し
て
い
る
。

@
刺
史
が
都
圏
の
守
相
を
疑
退
す
る
手
績
き
は
、
後
漢
書
倉
六
十
三
朱
浮

停
に
見
え
る
。

@
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
初
の
封
関
東
政
策
に
闘
す
る
一
考

/
察
」

パ
未
端
技
表
〉
参
照

J

②
諸
侯
玉
弱
化
策
に
つ
い
て
は
鎌
田
重
雄
「
漢
朝
の
王
闘
抑
翠
爪
」
《
『
秦

漢
政
治
制
度
の
研
究
』
)
に
詳
し
い
。官
制
の
改
革
に
つ
い
て
は
註
②
参
照
。

⑧
推
恩
の
令
・
酎
金
律
と
諸
侯
王
弱
化
策
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
鎌
田
氏

前
掲
論
文
参
照
。

@
漢
書
は
「
形
束
壊
制
」
に
作
る
が
、
史
記
倉
一
百
十
二
主
父
僅
刻
俸
に

よ
り
「
形
束
嬢
制
L

に
改
む
。

③
史
記
卒
準
書
に
、
武
帝
が
元
鼎
四
年
(
前
一
一
一
ニ
〉
・
五
年
に
河
東
郡
・

鴎
西
郡
へ
行
幸
し
た
時
、
南
郡
・
宋
守
が
職
務
を
つ
く
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
見
え
る
。

@

加

藤

紫

「
漠
代
に
お
付
る
商
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
直
別
並
に
帝
室
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財
政
一
斑
」
(
『
支
那
経
済
史
考
詮
』
〉
。
吉
田
虎
雄
『
雨
漢
租
税
の
研
究
』
。

卒
中
苓
次
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
法
』
。

@
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
園
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」
ハ
『
中
園
古
代

の
枇
曾
と
園
家
』
)
。

@
漢
書
官
同
帝
紀
漢
五
年
の
僚
の
如
淳
注
に
「
事
、
謂
役
使
也
」
と
あ
る
よ

う
に
、
「
事
」
は
力
役
を
さ
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
縛
じ
て
菟
役
銭

を
さ
す
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
正
確
な
決
定
は
な
し
難
い
。

@
漢
書
容
五
十
六
董
仲
尻
町
停
の
董
仲
箭
の
上
奏
文
に
、
武
帝
中
期
の
郡
守

-
鯨
令
の
資
質
が
悪
く
、
百
姓
が
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
、
更
に

貧
窮
孤
弱
。
寛
苦
失
職
。
甚
不
稽
陛
下
之
意
。
是
以
陰
陽
錯
穆
。
気

気
充
塞
。
・
章
生
寡
途
。
動
官
民
未
演
。
皆
長
吏
不
明
。
使
至
於
此
也
。

夫
長
吏
多
出
於
郎
中
・
中
郎
。
吏
二
千
石
子
弟
選
郎
吏
。
叉
以
富
醤
。

未
必
賢
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
地
方
の
長
吏
(
こ
の
長
吏
は
郡
守
・
豚
令
を

含
む
の
で
あ
ろ
う
。
漢
書
景
帝
紀
中
元
六
年
五
月
の
詔
参
照
)
に
任
子
・

寅
官
・
寅
爵
出
身
の
者
が
、
能
力
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
任
し
て

い
る
場
合
も
多
か
っ
た
と
言
え
る
。

@
撃
陽
闘
志
轡
十
上
萄
都
土
女
に
よ
る
と
、
張
寛
が
武
帝
代
に
揚
州
刺
史

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
張
寛
の
経
歴
は
殆
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。

@
漢
書
文
三
玉
停
。
高
五
王
停
。
景
十
三
王
停
。
張
倣
停
。
十
七
史
官
問
機

昌
也
十
四
刺
史
察
藩
園
の
項
。

@
漢
書
食
貨
志
上
に
よ
る
と
、
刺
史
設
置
の
時
、
民
間
の
田
宅
所
有
の
法

的
制
限
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
制
と
は
漢
書
食
貨
志
上
所
載
の
董
仲

野
の
上
奏
文
に
「
荒
淫
越
制
」
と
あ
る
制
と
問
じ
で
、
嘗
時
の
常
識
的
な

限
界
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
瀬
川
亀
太
郎
氏
は
史
記
曾
注
考
震
で
「
役
。
以
人
言
。
財
。
以
貨
言
。

下
文
云
。
蹄
財
役
貧
」
と
注
し
、
「
役
財
」
は
貧
民
を
使
役
し
、
財
物
を

貯
識
す
る
こ
と
の
意
で
、
卒
準
書
の
下
文
に
「
財
を
締
め
貧
を
役
す
」
と

あ
る
の
を
約
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
加
藤
繁
需
註
『
史
記
卒
準

室
田
』
ハ
岩
波
文
庫
本
〉
二
六
頁
註
二
九
参
照
。

@
「
中
家
」
に
つ
い
て
は
西
国
保
「
漢
の
中
家
の
意
味
に
つ
い
て
」
(
史

事
雑
誌
第
七
九
編
第
五
競
〉
参
照
。
こ
こ
の
中
家
以
上
は
直
接
に
は
商
行

震
を
替
む
者
を
指
す
が
、
財
貨
と
と
も
に
田
宅
も
波
紋
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
彼
ら
が
慶
大
な
団
地
を
持
つ
豪
農
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。
〔
補
註
〕
拙
稿
辺
関
漢
諸
侯
王
園
の
官
制
l
内
史
を
中
心
と
し
て

i
L
は

九
州
大
事
東
洋
史
論
集
3
に
掲
載
強
定
。

〔
附
記
〕
本
稿
の
校
正
作
業
中
に
、
西
嶋
定
生
『
秦
漢
帝
園
』
ハ
講
談
位

『
中
闘
の
歴
史
』

2
)
が
刊
行
さ
れ
た
。
西
嶋
氏
は
そ
の
中
で
、
武
帝
代
の

世
曾
不
安
を
承
け
て
酷
吏
が
登
場
す
る
が
、
刺
史
の
設
置
も
こ
の
路
線
上
に

理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
(
二
一
一
一
一
一
一

l
二
三
五
頁
Y
な
お
同

著
巻
末
の
「
参
考
文
献
」
に
よ
っ
て
、
+
内
和
蒸
『
西
漢
御
史
制
度
』
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
が
、
讃
む
機
曾
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
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On the Establishment of the

CiｓKi刺史in the Han　漢　Period

bｙ jχｄａｓａｋａｚｕＫａｍｉｙａ

　　　

In this article it is argued that the establishment of the ciski in.

the middle of the reign of Elnperor　Wu of the Former Han dysasty

was one of his policies for the centralization of authority.　　……

　　　

The Former Han had at first appointed ｙｇ功丿御史as provincial

superﾔisory ofEcials, and later:ｃｈｅｎｇｘｉｏｎｇｓhi丞相史aswell.十　　＞

　　　

The provincial supervisory system represented by. the yushi and

the ｃｆｅｅ飢４
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。

　　　

・ ｊ
kingdc>ｍｓ　C､ＪＭＭｇＭＯ郡國) and therefore･ became obsolete with the･ｄｅ‘

ｆａｅtｏｅｓtablishment of the commanderies and prefectures （徊外冦四郡

M~) system and the central government'sりｅχercise of closer controlφver

the commanderies and kingdoms.　　　　　　　　　　　　　　　　　尚
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The main weakness of the old system was that､both､the 萍ｓ附ﾚand

the ｄぱｇｘｉａｎｇｓhi were sent out only‘in emergencies and 乖ｕs were

incapable of exerting effective supervision. State finances in the middleト

of Emperor Wu's reign being in critical condition,∧there was ａ need

for some kind of regular supervision over the commanderies and king-

doms in order to increase revenues　and check　the unruly powerfuﾚﾉ

families (ｈａｏ　ｑｉａｎｅ豪強）.　Under these circumstances the ciｓｈｉwere

designated as full-time superv･isory ｏ£cials.　　　　　　　　　　　j　　　「
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